
桑名市告示第158号 

桑名市子育て世帯訪問支援事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

令和８年５月７日 

桑名市長 伊 藤 徳 宇 

桑名市子育て世帯訪問支援事業実施要綱の一部を改正する告示 

桑名市子育て世帯訪問支援事業実施要綱（令和６年桑名市告示第109号）の一部を次のように改正す

る。 

第５条第１項第２号イ中「（昭和22年法律第164号）」を削り、「若しくは児童福祉法施行令」を「又

は児童福祉法施行令」に改める。 

第７条を次のように改める。 

（利用申請等） 

第７条 事業を利用し、又は申請した内容を変更しようとする者は、桑名市子育て世帯訪問支援事業

利用（変更）申請書（様式第１号）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、桑名市子育て世帯訪問支援

事業利用（変更）承認通知書（様式第２号）又は桑名市子育て世帯訪問支援事業利用（変更）不承認

通知書（様式第３号）により当該申請者に通知するものとする。 

第９条を第10条とし、第８条を第９条とし、第７条の次に次の１条を加える。 

（利用承認の取消し） 

第８条 市長は、前条第２項の規定により利用の承認の通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当

する場合は、当該利用承認を取り消すことができる。 

(1) 第４条に規定する対象者の要件を満たさなくなった場合 

(2) 虚偽その他不正な行為により利用承認を受けた場合 

(3) 事業を利用することが著しく不適当であると市長が認める場合 

２ 市長は、前項の規定により利用承認を取り消したときは、桑名市子育て世帯訪問支援事業利用承

認取消通知書（様式第４号）により当該利用者に通知するものとする。 

附則の次に様式として次の４様式を加える。 







  



 



附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 


